
平成 30年 5ッ月 31 日

都道府県医師会

介護保険担当理事 殿

日本医師会常

鈴 木

「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。        '

さて、介護支援専門員実務研修受講試験につきましては、平成 27年 2月 25日 付(介 154)

「「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について」にて、介護支援専

門員実務研修受講試験事業実施要綱の改正により、受験要件については、法定資格保有者に

限定することが基本とされるとともに、法定資格保有者に対する試験の解答免除が廃止され

ることとなつた旨等のご連絡を申し上げたところでございます。

今般、平成 30年 4月 における介護保険制度の改正等を踏まえ、当該実施要綱が一部改正さ

れることとなり、平成 30年度に行われる介護支援専門員実務研修受講試験から適用されるこ

ととなりましたので、ご連絡申し上げます。

主な改正υ点といたしまして、①試験問題出題範囲における、介護医療院の追加及び介護予

防訪問介護 。介護予防通所介護の削除、②相談援助業務に従事する者の範囲における、「男町に

定める者」と規定されている部分の明確化、③都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実

施要綱において、平成 27年度試験より解答免除が廃止されたことに伴う、設問の細分化が不

要となつた実態を見直した内容の反映、等がございます。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会および会員

への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

(添付資料)

。「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について

(平 30.5。 28老発 0528第 2号 厚生労働省老健局長 通知)
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平成 23年 4月 7日
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老 発 0331第 5号

平成 26年 3月 31日

老 発 0212第 2号

平成 27年 2月 12日

老 発 0528第 2号

平成 30年 5月 28日

各都道府県知事 殿

厚生労働省老健局長

(公 印 省 略 )

「介護支援専門員実務研修受講試験の実施についてJの一部改正について

介護支援専門員実務研修受講試験については、平成 18年 5月 22日 付け老発第

0522001号厚生労働省老健局長通知「介護支援専門員実務研修受講試験の実施につい

て」により行われているところであるが、今般、同通知の別添『介護支援専門員実務

研修受講試験事業実施要綱」の一部について新旧対照表のとおり改め、平成 30年度

に行われる介護支援専門員実務研修受講試験から適用することとしたので通知する。

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

一部改正

工部改正

一部改正



O「介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱」改正

(別添)

介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱

1～ 4 (略 )

5。 受験対象者についての留意点

以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了

しても、介護保険法 (平成 9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2に定める

登録を受けることができないので留意すること。

ア～工  (略)

オ.法第69条の38第 3項の規定による禁上の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条

の6第 1号の規定によりその登a設が消除され、まだその期間が経過しない者

力、キ  (略)

6～10 (略)

l男孵Ю

介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱

1～ 4 (略 )

5.受験対象者についての留意点

以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了

しても、介護保険法 (平成 9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2に定める

登録を受けることができないので留意すること。

ア～工  (略)

オ.法第69条の38第 3項の規定による禁上の処分を受け、その禁上の期間中に法第69条

の6第 1項第 1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

力、キ  (略)

6～10 (略 )

新 1日



(別紙 1)

別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。

次に掲げる施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者
(1)介護保険法 (平成 9年法律第123号)第 8条第■項に規定する特定施設入居者生活介

護にあっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成
二年厚生省令第37号)第175条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(2)介護保険法第 8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあつて
は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚
生労働省令第34号)第110条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(3)介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に
あつては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成
18年厚生労働省令第34号)第131条第 1項第2号に規定する生活相談員

(4)介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設にあっては、指定介護老人福
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成二年厚生省令第39号)第 2条握1項

第2量に規定する生活オロ談員

(5)介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設にあっては、介護老人保健施
設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成■年厚生省令第40号)第 2条

第1項第4量に規定する支援相談員

(6)介護保険法第8条の2第 9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあって

は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ
ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省
令第35号)第231条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123

号)第 5条第18項に規定する計画相談支援にあつては、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準 (平成24年厚生労働省令第28号)第 3条に規定する相談支援専門員

(別紙 1)

別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。

次に掲げる施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者

(1)介護保険法 (平成 9年法律第123号 )第 8条第■項に規定する特定施設入居者生活

介護にあつては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平

成11年厚生労働省令第37号)第175条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(2)介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあつて

は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚
生労働省令第34号)第■0条第 1号に規定する生活相談員

(3)介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

あつては、指定地域癌着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成
18年厚生労働省令第34号)第131条第 1項第2号に規定する生活相談員

(4)介護保険法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設にあつては、指定介護老人福
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成■年厚生童色省令第39号)第 2条第
2璽に規定する生活相談員

(5)介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設にあつては、指定介護老人保
健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成■年厚生労働省令第40

号)第 2条第4室に規定する支援相談員

(6)介護保険法第8条の2第■項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあつて

は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省

令第35号)第231条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第

123号)第 5条第16項に規定する計画相談支援にあつては、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運

営に関する基準 (平成24年厚生労働省令第28号)第 3条に規定する相談支援専門員



(8)児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第 6条の2第 6項に規定する障害児相談支援

にあつては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する

基準 (平成24年厚生労働省令第29号)第 3条に規定する相談支援専門員

(9)生活因窮者自立支援法 (平成25年法律第105号)第 2条第 2項に規定する生活困窮

者自立相談支援:事業にあつては、別に定める者

(別紙 2) (略 )

(3)児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第 6条の2の 2第 7項に規定する障害児相談支

援にあつては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準 (平成24年厚生労働省令第29号)第 3条に規定する相談支援専門員

(9)生活困窮者自立支援法 (平成25年法律第105号)第 2条第2項に規定する生活困窮者

自立相談支援事業にあつては、生活困窮者自立支援事業等の実施について (平成肝年7

月27日 社援発0727第 2号厚生労働省社会・援護局長通知)の別紙 (別添 1)自 立相談

支援事業実施要領3(2)アに規定する主任相談支援員

(別紙 2) (賂 )



傷叫紙 3)

都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領

1(略 )

2.出題方式及び出題数等

(1) (略 )

(2)出題数、試験時間等

ア 試験時間

イ ウ (略)

(略)(3)

3(略 )

区   分 問題数 試験時間

介護支援分野

介護保険制度の基礎知識

要介護認定等の基礎知識

居宅・施設サービス計画の基礎知識等

25問

保健医療福祉サービス分野

保健医療サービスの知識等

福祉サービスの知識辞
期
一鯛

合   計 60F口月

120分

(原則10:00～ 12100)

※弱視等受験者

(1,3倍)

156分

※点字受験者

(1.5倍)

180分

(丹
ll和発3)

都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領

1(略 )

2.出題方式及び出題数等

(1) (略 )

(2)出題数、試験時間等

ア 試験時間

イ、ウ

(略 )

(略)

(3)

3(略 )

区   分 問題数 試験時間

介護支援分野

介護保険制度の基礎知識

要介護認定等の基礎知識

居宅・施設サービス計画の基礎知識等

25問

保健医療福祉サービス分野

保健医療サービスの知識等

基礎

総合

福祉サービスの知識等

15問

5問

15問

合   計 60Fロロ

120分

(原則10100～ 12:00)

※弱視等受験者

(1.3倍)

156分

※点字受験者

(1.5倍)

180分
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l男1紙 4) (略 ) (月町紙4) (略 )



(別 添 )

介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱

1.目的

本事業は、介護支援専門員実務研修受講希望者に対して介護支援専門員の業務に関す

る演習等を主体とする実務的な研修を行うに際し、事前に、介護保険制度、要介護認定

等、居宅サービス計画等に関する必要な専門知識等を有していることを確認するための

試験を実施することにより、全国的に介護支援専門員の高い資質を確保することを目的

とする。

2.実施主体

介護支援専門員実務研修受講試験 (以下「試験」という。)の実施主体は、都道府県

とする。

なお、試験の実施に関する事務のうち、試験問題の作成及び合格の基準の設定に関す

る事務 (以下「試験問題作成事務」という。)を厚生労働大臣の登録を受けた法人 (以

下、「登録試験問題作成機関」という。)に委託することができる。また、都道府県知

事は試験の実施に関する事務のうち、試験問題作成事務以外の事務について、都道府県

知事が指定する法人 (以下「指定試験実施機関」という。)に行わせることができる。

3.対象者

(1)対象者

ア及びイの期間が通算 して 5年以上であ り、かつ、当該業務に従事 した回数が900
日以上である者とする。

ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作

業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語

聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士 (管理

栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に

従事した期間。

イ.別に定める相談援助に従事する者 (別 紙 1)が、当該業務に従事した期間

(2)対象者の範囲の具体的判断

対象者の具体的な判断については、 (1)に列挙されたものであつて、かつ、要援

護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられて

いることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対する対人の直接

的な援助ではない研究業務を行つているような期間は実務経験期間に含まれないこ

と。



4.実務経験

(1)実務経験の確認方法

ア.実務経験の確認方法については、施設、事業所の長又は代表者が発行する実務経

験証明書 (別紙 2)により確認を行うこととする。

なお、実務経験証明書は受験申込書に添えて提出することとし、見込証明となる

者については、改めて実務経験証明書を提出させ確認すること。

また、この実務経験証明書が試験実施者が定める期日までに提出されない場合は、

受験資格を満たさなかつたものとして、実務研修受講試験は無効とすること。

イ.3の (1)のアの国家資格者等については免許等の写しを実務経験証明書に添付

すること。

ウ.証明者と本人が同一の場合については、本人が発行 した実務経験証明書に併せて

開業許可書、認可書、届出書、業務委託契約書等の客観的に証明できる書類の写 し

を提出させ、確認すること。

なお、社会福祉士や介護福祉士のようにその業務を行うに当たり許可、認可、届

出制がなく、これらの証明書類を提出できない場合には、定期的 (月 次、年次)報
告書や業務日誌も証明書類として認められること。

工.ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務

を行つている者については当該団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登

録されている団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること。

オ.その他、施設、事業所等の廃業及び統廃合等により、実務経験証明書の発行が困

難な場合については、給与明細書、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経

験証明書及び受験年度以前の受験票等により、実務経験の有無を確認する方法等で

あつても差 し支えないものとする。

(2)必要実務経験期間は、試験日前日までに満たしていること。

(3)実務経験期間の日換算については、 1日 の勤務時間が短い者の場合についても 1日

勤務 したものとみなすものとすること。

5.受験対象者についての留意点

以下の事項に該当する者については、試験に合格 し、介護支援専門員実務研修を修了

しても、介護保険法 (平成 9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の 2に定める

登録を受けることができないので留意すること。

ア.成年被後見人又は被保佐人



イ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるま

での者

ウ.この法律その他国民の保健医療若 しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規

定により罰金の刑に処せ られ、その執行を終わ り、又は執行を受けることがなくなる

までの者

工.登録の申請前 5年以内に居宅サー ビス等に関 し不正又は著 しく不当な行為をした者

オ.法第69条の38第 3項の規定による禁上の処分を受け、その禁上の期間中に法第69条

の 6第 1項第 1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

力.法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して 5

年を経過しない者

キ.法第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法 (平成 5年法律第38

号)第 15条の規定による通知があつた日か ら当該処分をする日又は処分をしないこと

を決定する日までの間に登録の消除の申請をした者 (登録の消除の申請について相当

の理由がある者を除 く。)であつて、当該登録が消除された日か ら起算 して 5年を経

過 しない者

6 .試験の受験地は、受験申込書を提出する時点における3の (1)の ア及びイの業務に

従事 している勤務地の属する都道府県とし、 (1)の業務に従事している勤務地がない

場合は住所地の属する都道府県とする。

なお、複数都道府県で受験を行うことはできないこととする。

7.試験実施方法については、別紙 3「都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要

領」によるものとする。

8.試験事務内容

都道府県及び都道府県知事が指定した法人が実施する試験事務内容 (試験問題の作成

及び合格基準の設定を除く。)については次のとおりである。詳細については、別紙 4

「都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験事務規程」によるものとする。

(1)試験実施予定日時、場所その他必要な事項の広報等

(2)受験申込書の受付、確認、受験票の送付等

(3)試験問題の保管・管理

(4)試験の実施

(5)答案の採点

(6)合否の決定

(7)合否の通知



(8)その他試験について、 1の目的を達成するために必要な事務

9.試験回数

試験実施回数については.年 1回以上実施すること。

10,合格の取 り消し

試験中の不正行為が判明した場合及び受験申込に当たつて虚偽又は不正の事実があつ

た場合には、合格を取 り消すものとする。



(別紙 1)

別に定める相談援助業務に従事する者の範囲は次のとおりとする。

次に掲げる施設等において必置 とされている相談援助業務に従事する者

(1)介護保険法 (平成 9年法律第123号 )第 8条第11項に規定する特定施設入居者生活介

護にあつては、指定居宅サー ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成

11年厚生省令第37号)第 175条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(2)介護保険法第 3条第21項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護にあっては、

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成18年厚生労

働省令第34号)第 110条第 1項第 1号に規定する生活相談員

(3)介護保険法第 8条第22項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

あっては、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成

18年厚生労働省令第34号)第 131条第 1項第 2号に規定する生活相談員

(4)介護保険法第 8条第27項に規定する介護老人福祉施設にあつては、指定介護老人福

祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第39号)第 2条第 1項

第 2号に規定する生活相談員

(5)介護保険法第 8条第28項に規定する介護老人保健施設にあつては、介護老人保健施

設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平成11年厚生省令第40号)第 2条

第 1項第 4号に規定する支援相談員

(6)介護保険法第 8条の 2第 9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護にあって

は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成18年厚生労働省

令第35号)第231条第 1項第 1号 に規定する生活相談員

(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第12

3号)第 5条第18項 に規定する計画相談支援にあつては、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に

関する基準 (平成24年厚生労働省令第28号)第 3条に規定する相談支援専門員

(3)児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第 6条の 2の 2第 7項に規定する障害児相談支

援にあっては、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関す

る基準 (平成24年厚生労働省令第29号)第 3条に規定する相談支援専門員

(9)生活困窮者自立支援法 (平成25年法律第105号)第 2条第 2項に規定ずる生活困窮者



自立相談支援事業にあつては、生活困窮者自立支援事業等の実施について (平成27年

7月 27日社援発0727第 2号厚生労働省社会 日援護局長通知)の別紙 (別添 1)自立相談

支援事業実施要領 3(2)ア に規定する主任相談支援員



(月 1軒眠2)

実 務 経 験 (見 込)証 明 書

葬 月
巧

日

O O 県知事 殿

施設又は事業所名

代表者氏名
Fロ

下記の者の実務経験は、以下のとお りであることを証明 します。

業 務 内 容

うち業務に従事 した日
数

業 務 期 間

施 設 又 は事 業 所 名

住  所

氏  名

日

年 月 日 年 月 日 (  年  月)

一Ｔ

(生年月日 B 年 月 日)

(注)1.業 務期間欄は、実務経験被証明者が要援護者に対する対人の直接的な援助を行

っていた期間を記入すること。

2.業務内容欄は、実務経験被証明者の本来業務について、具体的に医業、OO施
設生活指導員、老人OOセ ンター寮母等と記入すること。さらに、具体的に施設

種別等 (特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、老人デイサービス事業、O
O実施要網のOO事業のOO等 )を記入すること。

3.法令等に基づく免許、登録、研修修了証の発行を受けている者については、当

該免許等の写 しを添付すること。

4。 その他、本要綱に定められた規定に基づく書類を添付すること。

5.介護保険法 (平成 9年法律第123号 )第69条の39第 1項第 2号により不正の手

段により登録を受けた場合は、介護支援専門員の登録を消除する旨の規定が定め

られているので留意されたい。

6.見込証明でない場合は、表題の (見込)を二重線で消すこと。



(男町甘紙3)

都道府県介護支援専門員実務研修受講試験実施要領

1.試験内容及び出題範囲

法第69条の13の別表において試験科目を規定しているが、具体的な試験内容及び出題

範囲については、別表「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲」による

こととする。

2.出題方式及び出題数等

(1)出題方式

五肢複択方式とする。

(2)出題数、試験時間等

ア.出題数、試験時間

イ.遅刻者の入室許可は、試験開始後30分とし、それ以降は認めない。

なお、気象状況、交通事故等により多数の受験者が定刻に出席できないときは、

その状況、回復の見通 し等を確認の上、試験総本部において判断すること。

ウ.退室時間は、試験開始後30分 とし、それ以前は認めない。

(3)採点方法

介護支援分野と保健医療福祉サービス分野のそれぞれの分野で、別途、都道府県知

事又は登録試験問題作成機関が設定する一定割合以上の正答の場合に合格とする。

合   計

保健医療福祉サービス分野

保健医療サービスの知識等

福祉サービスの知識等

介護支援分野

介護保険制度の基礎知識

要介護認定等の基礎知識

居宅 日施設サービス計画の基礎知識等

区 分

60問

20問

15間

25F口弓

問題数

120分

(原貝110:00-12: 00)

※点字受験者

(1.5倍 )

180分

※弱視等受験者

(1.3倍 )

156分

試験時間



3.試験期日

試験期日については、各都道府県または指定試験実施機関が定めた日に行 うものとす

る。 (詳細別途指示 )



こ の

る科日

介護保険法別表の科目

1   基本視点

区分

2.介護保険と介護支援サービス

1.介護保険制度導入の背景

大項目

4保険給付の手続・種類・内容

3被保険者

保険者及び回、都道府県の責務
等

2

1介護保険制度の目的等

4介護保険制度創設のねらい

3社会保険方式の意義

2従来の制度の問題点

1夏舅浙塁花
展と百齢者を取り巷く

中項目

1 要介護認定および要支援認定

2要介護認定等の手続

3 介護認定審査会

4 保険給付通則

5保険給付の種類

6保険給付の内容

7 介護報酬

8 支給限度額

9 現物給付

10審査・支払い

11利用者負担

12保険給付の制限

被保険者の概念

強制適用

被保険者の資格要件

住所認定の基準

適用除外

資格取得の時期

資格表失の時期

届出

住所地特例

10被保険者証

1 保険者

2 保険者の事務

3 介護保険の会計

4条例

5国の責務、事務

G都道府県の責務、事務

7 医療保険者および年金保険者の事務

8審議会

1 社会保障、社会保険、介護保険の体系

2医療保障の体系

3高齢者の保健・医療・福祉の体系

4介護保T央市il度の目的

5 保険事故と保険給付の基本的理念

6 国民の努力および義務

1 介護という新たな課題への対応

2効率的、公平な制度の創設

3サービス利用者の立場に立った制度体系

4民間活力の活用

5高齢者の被保険者としての位置づけ

1 我が国の社会保障制度のあり方

2給付と負担の関係の明確性

3 利用者の選択の尊重

1 老人福祉制度

2 老人医療制度

3制度間の不整含

2高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加

3 介護の長期化・重度化

4家族の介護機能の低下

5個人の人生にとつての介護問題

6家族にとっての介護問題

7社会にとつての介護問題

1 長茅・高齢化の進展

小項目

『介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲」

(別表)

介護保険制度諭 1介護保険制度論



介護保険法別表の科目 区分 大項目

8財政安定化基金等

7保険財政

6介護保険事業計画

5事業者及び施設

(人員、施設及び設備並びに運

営に関する基準を含む。)

中項目

1究
雰F険

制度におけるケアマネジ

14検討規定 (附則)

13雑則

12審査請求

11民晨曇憂喬綴異霧
遅含雲の弁護

10介議サービス情報の公表

9地域支援事業

1

2

3

介護保険におけるケアマネジメントの定義
と必要性

介護保険におけるケアマネジメント機能の
位置づけ

介議保険でのサービス利用手続きの全体
構造と介護支援サービス

1 報告の徴収等

2 先取特権の順位

3 時効等

4資料の提供等

概説

審査請求ができる事項

介護保険審査会

委員

審理裁決を扱う合議体

専門調査員

訴訟との関係

1 審査・支払い

2給付費春査委員会

3昔情処理等の業務

4第二者行為求償事務

5その他の業務

1 介護サービス情報の公表の内容

2 指定調査機関

3 指定情報公表センター

1 介護予防・日常生活支援総合事業等

2包括的支援事業

3その他の事業

4財源構成

1 財政安定化基金事業

2市町村相互財政安定化事業

財政構造

事務費

その他の補助

第1号被保険者に係る保険料

介護給付費交付金および介譲給付費納付
金

第2号枚保険者に係る保険料

支払基金の業務

5

基本指針

老人保健福祉計画、医療計画との関係

市町村介護保険事業計画

都道府県介護保険事業支援計画

1 指定居宅サービス事業者

2指定居宅介護支援事業者

3介護支援専門員

4指定介護予防サービス事業者

5指定介護予防支援事業者

6 指定地域密着型サービス事業者

7 指定地域密着型介護予防サービス事業者

8基準該当サービスの事業者

9離島等における相当サービスの事業者

10介護保r負施設

小項目

― 居宅サービス計画、施~ 
設サービス計画及び介
護予防サービス計画に
関する科目

ケアマネジメント機
能論

1ケアマネジメント機能論

要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕
組み

自立支援、多様な生活を支えるサービスの
視点

3家族(介護者)への支援の必要性

1

2

4
保健・医療・福祉サービ
ス調整の視点

2各驚
ジメントの基本的理念、



介護保険法別表の科目 区分

4施設介護支援サービス方法論

3.介護予防支援サービス方法論

2.介護支援サービス方法論

大項目

3嬉辮
よびその結果の把

2
定、解釈 分析

高齢者の身体的・精神的な特徴と
高齢期に多い疾病および障害

4課鵡 雰絆
設サービス

3施設サービス計画作成指針

2
施設サービス計画作成のため
課題分析

の

施設介護支援サービスの開始過
程

4吾貢期
防サー

3介護予防サービス計画作成指針

2含藷曇壇募〒
ビス計画作成のた

介縦予防支援サービスの開始過
程

モニタリングおよび居宅サービス
計画ての再課題分析

3居宅サービス計画作成指針

2
居宅サービス計画作成のため
課題分析

の

居宅介護支援サービ
程

スの開始過

5ケアマネジメントの記録

4介護支援専門員の役割・機能

3介護支援専門員の基本姿勢

中項目

1 検査値の変動について

2検査各論

1 全身の観察とバイタルサイン

2祭
芽多常

サインの正しい観察・測定方法と

1 高齢者の身体的・精神的・心理的特徴

高齢者に起こりやすい疾病および障害の
特徴

3高齢者に多くみられる各種の疾患

2

1 利用者本位の徹底

2詐ムアカーチの

3所老Ξ耳鵬
ビス実施状

4 落覇籠 親筆撰毎
おけるマネジメントの

5信機関係の構築
G社 会資源の開発

6君
紹
なサービス利用(効果性、効率性)の

保健・医療・福祉サービス(保険給付サービ
7 ス等)とインフォーマルサポートを統合する

社会資源調整の視点

― チ5称覇子
の展開

小項目

介護給付等対象サー
ビスその他の保健医療
サービス及び福祉サー
ビスに関する科目

高齢者支援展開論
(高齢者介護総論)

1総論 I医学編

1 身体介護と家事援助の関連

2 食事の介護

3 排泄および失禁の介護

4介護技術の展開



介護保険法別表の科目 区分

総論I福祉編

大項目

2鯉 占安7マ
ネジメン

15健康増進・疾病障害の予防

14急査時の対応

13憲
奮

器具を表看している場合の留

12感染症の予防

11竪吸管理、その他の在宅医療管

10栄養・食生活からの支援・介護

現状の医学的問題、羅こりうる含
9併症、医師、歯科医師への連絡・

情報交換

8隔 字 的診断・治猥 円尋・ヤ後 の埋

7精神に障害のある場合の介護

G認知症高齢者の介護

5ケアにおけるリハビリテーション

中項目

4接近困難事″ぢへの対応

3油覇舘結子乙姦蜜
柱雲穏私L尋円

1基礎相談・面接技術

1 援助困難事例への対応

2接近困難事例と問題状況の分類

3接近困難事例の理解とアプローチ

1 個別援助技術(ソーシャルケースワーク)

2集回援助技術(ソーシヤルグループワーク)

3地域援助技術 (コミュニティワーク)

1 基本姿勢

2 コミュニケーションの知識と技術

3 インテークワーク技術

4 隠されたニーズの発見

1 基本理念

2生活習慣病の予防

3 カくん

4循環器疾患

5緒尿病

6骨粗しょう症

7 督葉録Fお
ける国民健康づくり運動(健康

1 高齢者枚急疾患の病態上の特徴

2 主な急交時の対応

3 在宅看護・介護で逮過しやすい急変

1 在宅酸素療法(HOT)

2 気管内挿管

3人工呼吸器

4腹膜透析

5在宅中心静脈業養法

6 内視鏡的胃盛造設術(PEG)

7 ペースメーカー

1 感染症の種類と特徴

2起こりやすい感染症の予防と看護・介護

1 呼吸管理の考え方

2その他の在宅医療管理

1 人間らしい栄養・食生活とは

2栄養・食生活からの介護の手順

3 語意麟
活をめざして提示されて

1 現状の医学的問題のとらえ方

2起こりうる合併症の理解

3 医師、歯科医師への連絡・情報交換

1 医学的診断の理解

2治療内容の理解

3 予後の理解

1 高齢者の精神障害

2精神に障害のある高齢者の介護

1 老人性認知症の特徴、病態

2予型g算齢者・家族への援助と介護支援

1 リハビリテーションの考え方

2 リハビリテーションの基礎知識

3占 ビ`リテーションの実際伺‖練と援助の実

4褐癒への対応

5睡眠の介護

6 清潔の介護

7 口腔のケア

小項目



各論)

介護保険法別表の科目 区分

6通所介護方法論

5居宅療養管理指導方法論

4訪間リハビリテーション方法論

3 訪間看護方法識

2.訪間入沿介護方法論

1.訪問介護方法論

3総論Ⅲ 臨死福

大項目

通所リハビリテーションの内容・特
徴

3

2
用者の特性
通所リハビ

1
通所リハビリテーションの意義・目
的

4介護支援サービスと通所介護

3通所介護の内容・特徴

2通所介護サービス利用者の特性

1通所介護の意義・目的

介護支援サービスと来剤管理指
導

9

8案剤管理指導利用者の特性

7楽剤管理指導の意義・目的

6全講再登搭軍
ビスと口腔管理―

口腔管理一歯科衛生指導利用者
の特性

5

口陸管理一歯科衛生指導の意
義・目的

4

3字藍き鐸
サ~ビスと医学的管理

2
医学的管理サービ

性

ス利用者の特

1医学的管理サービスの意義・目的

4字藍褒垂″
~ビスと訪間ウヽビl)

3蔵間レヽビl)テーションの内容・特

訪間リハビリテーションサービス利
用者の特性

2

訪問リハビリ,―ションの意義・目
的

1

4介護支援サービスと訪問看護

3訪間看護の内容・特徴

2訪間看護サービス利用者の特性

1訪問看護の意義・目的

4釜護支援サービスと訪問入浴介

3訪間入浴介護の内容・特徴

2訪間入浴介護利用者の特性

1訪問入浴介護の意義・目的

4介護支援サービスと訪問介護

3訪問介護の内容・特徴

2訪間介護サービス利用者の特性

1訪問介護の意義・目的

3死亡診断

2豪霰真8ゲ
ナルケアの実際、

1をこと絡
チの必要性および

中項目

1 死亡に医師が立ち会つているとき

2 医師が立ち会つていないとき

3精神面からみたターミナルケア

1 事例の概要

2在宅での看取りの成立条件

3 在宅ホスピスにおける症状緩和

4死の教育

5 在宅ホスピスとQOL

小項目

7.通所リハビリテーション方法論



(地域密着型
ス事業各論)

介護保険法別表の科目 区分

5.小規模多機能型居宅介護方法論

4認知症対応型通所介護方法論

a地域密着型通所介護方法論

2夜問対応型訪問介護方法論

疋刷 巡 回・ l距田千対 層 翌蕩 問弁護 宥護

方法論

11福祉用具及び住宅改停方法論

10特定施設八居者生活介護方法諭

9短期入所療養介護方法論

8,短期入所生活介護方法諭

大項目

3暑望法日寧辱観
胚翌訪間介謹

2暑翌武昂ピ雪冒習露
垢万円弁護

3客
将纂諄

機能型居宅介護の内

小規模多機能型居宅介護の利用
者の特性

2

1塗
提第子

機能型居宅介護の意

3
特 徴

2諸据編
対応型通所介護の利用者

1腎
留

症 対 応 型通 所介護 の言 騒・

地域密着型通所介護の内容・特
徴

3

利用者の
2

地域密着型通所介護の
特性

地域密着型通所介護の意義・目
的

1

夜間対応型訪問介護の内容・特
徴

夜間対応型訪間介護の利用者の
特性

2

夜間対応型訪間介護の意義・目
的

1

定期巡回・随時対応型訪間介護
看護の意義・目的

1

8介護支援サービスと住宅改停

7住宅改修の内容・特徴

6
住宅改修利用者の特性お
宅改修の機能、使用法

よび住

5住宅改修の意義,目 的

4介護支援サービスと福祉用具

3福祉用具の内容・特徴

2編常貿号裂星再島蘇筆
および福

1福祉用具の意義・目的

4倉著至磐芥轟
ビスと特定施設入

3
特定施設入居者生活介護の
容・特徴

内

2質焉芦談倉辱窟
生活介護サービ

1雲
晃無辞

入居者生活介議の意

4裟
藤轟

援サービスと短期入所療

3短期入所療養介議の内容・特徴

2暑
枡倉電

療養介護サービス利用

1短期入所療養介護の意義・目的

4客
藤肇

援サービスと短期入所生

3短期入所生活介議の内容・特徴

短期入所生活介護サービス利用
者の特性

2

1短期入所生活介護の意壌・目的

介護支援サービスと通所リハビリ
テーション

中項目 小項目



介護保険法別表の科目 区分

介護予防通所リハビリテーション方法
論

5

4.介護予防居宅療養管理指導方法論

介護予防訪問リハビリテーション方法
論

2,介護予防訪間看譲方法論

1.介護予防訪問入浴弁護方法論

9.榎 含型サー ビス万 冦語

8翌
辱界墓 寿 a話

老 人福 祉 施 設 入所看

7.努
霞 事

者 型 符 雇 祗 試 人 盾 奮 工 ′右 ,「護

6.認知症対応型共同生活介護方法論

大項目

4命藍岳明焉旨えI三そう
介護予

3
介護予防通所リ
の内容・特徴

ハビリテーション

2字藍こ箕野留堅含壻躍『
~シヨン

介護予防通所リハビリテーション
の意義・目的

1

9窪
語墓

防支援サービスと薬剤管

8案剤管理指導利用者の特性

7来剤管理指導の意義・目的

6
介護支予防援サービスと
理―歯科衛生指導

口腔管

5呂
籍星

理―歯科衛生指導利用者

4曇
臀

~歯科衛生指導の倉

3客藍子堂吾好
サ~ビスと医学的

医学的管理サービス利用者の特
性

1医学的管理サービスの意義・目的

4命許旨И斎旨え二ヽそう介護予
介護予防訪間リハビリテーショ
の内容・特徴

3
ン

2字期
~シヨン

1
介護予防訪間リ
の意義。目的

ハビリテーション

介護予防支援サービスと介護予
防訪間看護

4

3介護予防訪問看護の内容・特徴

2
介護予防訪間看護サービ
者の特性

ス利用

1介護予防訪問看護の意義・目的

43肇騒質蒸舞茎
~ビスと介護予

3念
露

予 防 百万間 八浴 介護 の 円否・

介護予防訪問入浴介護利用者の
特性

2

入浴介護の意義・
1

介護予防訪問
目的

3複合型サービスの内容・特徴

2複合型サービスの利用者の特性

1複合型サービスの意義。目的

3辞讐室落課金講寅恣得鈴諄
設入

2辞響蜜落弄釜諸霜台響勝籍證
入

1耕箸堅落弄釜藩憲会長第苧
設入

3妹墨房萬馨募勇評
設入居者生活

地域密着型特定施設入居者生活
介護の利用者の特性

1無野冒要霊鼻岳評設
入居者生活

認知症対応型共同生活介護の内
容・特徴

3

2諸
響看暮荏

型共同生活介護の利

1
認知症対応型共同生活介護の意
義・目的

中項目 小項目



(介護保険施設各

介護保険法別表の科目 区分

2.介護老人保健施設サービス方法論

指定介護老人福祉施設サービス方法
諭

介護予防認知症対応型共
方法識

同生活介護

2.
法論

1.釜護予防認知症対応型通所介護方法

介護予防福祉用具及び介護予防住宅
改修方法論

9.

8.室
肇
予防特定施設入居者生活介護方

7.介護予防短期入所療養介護方法論

G.介護予防短期入所生活介護方法請

大項目

3
指定介護老人保健施設の内容・

特徴

2客
語毒企

保健施設サービス利用

1介護老人保健施設の意義・目的

3毎
属

介護老人福祉施設の内容・

指定介護を人福祉施設サービ
利用者の特性

2
ス

1旨
罵
介護老人福祉施設の意義・

3弁譲乙冑雲報義∬
応型共同生活

同生活
2

介護予防認知症対応型共
介護の利用者の特性

1弁護乙懸肇提第F応
型共同生活

3釜所罠雲傘轟舒
多機能型居号介

2
諮 の 利用者 の特 性

1釜所蕃盟4発『
多

3倉
腎悪路累ぎ

症対応型通所介護

2倉蔚髯薯腎響穫
対応型通所介議

1お
肇轟躍累♂

症対応型通所介護

8彿琶墓顎吾
援サービスと介護予

7介護予防住宅改修の内容・特徴

介護予防住電改拶利用者の符柱
6および介護予防住宅改修の機

能 俺ヽ用法

5介護予防住宅改修の意義,目 的

4 介護予防支援サービ
防福祉用具

スと介護予

3介護予防福祉用具の内容・特徴

能 、使 用法

介護予防福祉用具利用者の特性
2および介護予防福祉用具の機

1介護予防福祉用具の意義・目的

介護予防支援サービスと介護予
防特定施設入居者生活介護

4

3釜藩萬懸幕轟学
設八居者生活介

介護予防特定施設入居者生活介
護サービス利用者の特性

2

1釜所悪黎皐暴子
設入居者生活介

4命譜話貿課壌薬不孝
と介護予

介護予防短期入所療養介護の内
容・特徴

3

介護予防短期入所療養介護サー
ビス利用者の特性

2

1拿
巽発子

短期入所療養介護の意

4 介護予防支援サービス
防短期入所生活介護

と介護予

3客
蒔勇解

短期入所生活介護の内

介護予防短期入所生活介護サー
ビス利用者の特性

2

介護予防短期入所生活介護の意
義・目的

1

中項目 小項目

論 )



四
要介護認定及び要支
援認定に関する科目

介護保険法別表の科日

11
要介護・要支援認

定特論

10.醐

区 分

3.二次判定の仕組み

2.一次判定の仕組み

1.要介護認定の流れ

公的サービスおよびその他の社会資
源導入方法論

4弁護医療院サービス方法諭

3.霞
累
介護療養型医療施設サービス方

大項目

3二次判定のポイント

2
介護認定審査会にお
定の手順

ける審査・判

1二次判定の基本的方法

2
要介護認定等基準時間の算出方
法

1
要介護認定等基準時間
考え方

の推計の

5宅
所語晟

審査会における二次判

4-次判定の概略

3主治医意見書

2認定調査

ヽ要介護認定基準について

3承雰言務篭働α屍篠室と
フオ~マル

社会資源間での機能や役割の相
違

1薪鶏拙錘
合的ケア

3介護医療院の内容・特徴

2
介護医療院サービ
性

ス利用者の特

1介護医療院の意義・目的

G
老人性認知症疾患療養病棟の特
徴・内容

5
老人性認知症疾患療養病棟利用
者の特性

老 人性認知症疾患療養病棟の意
義・目的

3
指定介護療養型医療施設の内
容・特徴

2気馬禽肇番薄註
医療施設サービ

1
指定介護療養型医療施設の意
義・目的

中項目

(注 )この表に掲げる項目は、介護保険法、関連法令に規定されたもの及びその関連通知で基礎的な知識及び技能を有することの

確認のために必要な内容を含むものとする。

小項目



(男昭帯眠4)

都道府県等介護支援専門員実務研修受講試験事務規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 介護保険法 (平成 9年法律第123号。以下「法」という。)第 69条の 2第 1項に

いう介護支援専門員の実務研修受講試験の実施は、「介護支援専門員実務研修受講試験

の実施について」 (平成18年 5月 22日 老発第0522001号老健局長通知)の別添により行わ

れているところであるが、試験事務については、その重要性に鑑み、適正、確実、かつ、

公正に実施するため、この介護支援専門員実務研修受講試験事務規程により、必要な事

項を定める。

(試験事務の基本方針)

第二条 試験事務は、この試験事務規程により実施する。

2 試験事務は、その重要性に鑑み、適正、確実、かつ、公正に実施するものとする。

3 試験は、年 1回以上実施する。

(試験日)

第三条 試験日は厚生労働省と各都道府県で調整した日とする。

(試験実施機関と都道府県の関係 )

第四条 都道府県知事は試験の実施に関する事務の一部又は全てを、当該指定試験実施機

関に行わせることができる。

(登録試験問題作成機関と都道府県の関係 )

第五条 都道府県知事は、試験の実施に関する事務のうち試験問題の作成及び合格基準の

設定に関する事務を、厚生労働大臣の登録を受けた試験問題作成機関 (以下「登録試験

問題作成機関」という。)と の委託契約書に基づき、当該登録試験問題作成機関に行わ

せることができる。

(試験実施予定日時等の広報 )

第六条 都道府県知事又は都道府県知事の指定を受けた者は、試験実施予定日時、場所そ

の他必要な事項をあらかじめ広報等を通 じて公表する。

第二章 受験申込書の受付等

(受験申込書の受付)

第七条 介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書 (以下「受験申込書」という。)は、

あらかじめ公表された提出期間内に提出されたものに限 り、受け付けるものとする。



(確認等)

第八条 受験申込書は、都道府県知事が定めた所定の事項を確認 した後、受け付けるもの

とする。

2 前項の場合において、受験申込書又は添付書面に不備な点を認めたときは、補正させ

るものとし、補正の余地が無いとき又は受験資格を有していないと認めたときは、受理

できない理由を付して、受験申込書及び添付書面並びに受験手数料を受験申込者に返還

するものとする。この場合において、受験手数料の返還に要する実費は負担しない。

(受験票の送付 )

第九条 受験申込書を受理 したときは、受験票に受験番号その他必要な事項を記入 し、速

やかに受験申込者に送付するものとする。

(試験問題の運搬、保管 )

第十条 試験問題の運搬、保管等は都道府県知事が定めるところにより、確実に秘密を保

持することができる方法により行 う。

第二章 試験の実施等

(試験会場における準備等 )

第十一条 試験を実施する場所 (以下「試験会場」という。)において行う必要な準備は、

試験の日の前 日までに行 うものとする。

(試験本部 )

第十二条 試験の実施に当たつては、都道府県に総括管理を行う試験総本部を設置すると

ともに、各試験会場ごとに試験本部を設置 し、その試験会場における試験の実施を管理

させる。

(試験監督員)

第十三条 試験の実施に当たっては、試験会場の試験室ごとに主任試験監督員及び試験を

円滑に行うために必要な数の試験監督員を配置するものとする。

(試験本部の組織等 )

第十四条 前 2条に定めるもののほか、試験本部の組織、主任試験監督員及び試験監督員

の職務等について必要な事項は、別に都道府県知事が定める。

(試験開始時刻 )

第十五条 試験開始時刻は全国で統一 し、10時 とする。拡大文字受験者、点字受験者につ

いても同様の扱いとする。

(開始時刻の変更 )

第十六条 電車等の遅れがあつた場合の開始時刻の変更については、都道府県に設置され



た試験総本部の判断に基づき行うものとする。

2 状況については、最寄 りの駅、警察署 (交通課)に照会する等により、できるだけ正

確な状況把握に努めること。

3 状況を把握 した結果、相当数の遅刻者が確認される場合には、試験総本部の指示のも

とに、当該試験会場のみ開始時刻を繰 り下げるものとする。

4 前項の場合において、状況の変化、出席者数の増加等事態が改善された場合には、試

験本部に連絡 a協議の上、繰下時間の短縮等、試験の早期開始に配慮するものとする。

(遅刻者の取扱い)

第十七条 遅刻者の入室許可は試験開始後30分までとし、それ以降は認めないものとする。

2 試験開始時刻を繰 り下げた場合において、遅刻者には十分配慮するものとし、通常、

開始後30分まで認めている入室を、状況により開始後40分まで認めるものとする。

(中途退出許可)

第十八条 受験者の中途退出許可は、試験開始後30分経過後とする。

2 試験開始時刻を繰り下げた場合については、受験者の中途退出許可は、試験開始後40

分経過後とする。

(携帯電話等の取扱い)

第十九条 試験会場では、携帯電話等の通信機器の持込を禁止する。なお、やむを得ず持

ち込んだ場合には、試験中は携帯電話等の電源を切 り、鞄等にしまつておくものとし、

携帯電話等を時計として使用することも禁止する。

(身体障害者等への対応について)

第二十条 身体障害者等への対応については、「介護支援専門員実務研修受講試験に係る

身体障害者等に対する受験の特別措置の取り扱いについて」 (平成11年 4月 2日 老企発

第13号老人保健福祉局企画課長通知)により行うものとする。

(試験問題の持ち帰り)

第二十一条 試験問題は持ち帰ることができる。

第四章 合否の決定等

(答案データの提出)

第二十二条 試験問題作成事務を委託 している都道府県の試験責任者は、試験終了後速や

かに答案データを登録試験問題作成機関に提出するものとする。

(答案の採点)

第二十三条 試験の採点は、確実な方法により行うこと。

(合格基準及び合否の決定 )



第二十四条 試験の合否の決定は、別途都道府県又は登録試験問題作成機関が設定する合

格基準に基づき、都道府県知事が決定する。

2 都道府県知事は、試験中に不正行為があつた場合及び受験申込に当たつて虚偽又は不

正の事実があつた場合には、合格 を取 り消すものとする。

(帳簿への記載 )

第二十五条 試験の合否を決定したときは、あらかじめ準備 した受験者成績台帳に採点の

結果及び合否を記録するものとする。

第五章 合否通知

(合否の発表期日)

第二十六条 合否の発表期日は厚生労働省と各都道府県で調整した日とする。

(合否の通知 )

第二十七条 試験受験者に対 して合否の通知を行う。

第六章 受験手数料

(受験手数料の収納 )

第二十八条 受験申込者が納付する受験手数料の収納方法は、別に都道府県知事及び都道

府県知事の指定を受けた者が定めるところにより行 う。

第七章 雑則

(秘密の保持)

第二十九条 試験事務を行う役員又は職員若しくはこれらの職にあつた者は、試験問題、

採点方法を漏らしてはならない。

(帳簿及び書類の保存期間)

第二十条 次の各号に掲げる帳簿及び書類の保存期間は、別に都道府県知事が定める。

(1)受験成績台帳

(2)受験申込書及び添付書類

(3)答案

(4)その他の帳簿及び書類

(帳簿及び書類の保存方法等)

第二十一条 帳簿及び書類の保存は、確実で、かつ、秘密が漏れることのない方法により

行う。

2 帳簿及び書類の廃棄は、焼却その他の復元することができない方法により行う。

(試験事務実施の細則)

第二十二条 この試験事務規程に定めるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項は、



都道府県知事及び指定試験実施機関が定める。




